
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

京 都 市 立 大 宮 小 学 校 

校 長  谷 本 史 朗 

北 区 大 宮 中 ノ 社 町 3 7 
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令 和 ８ 年 ５ 月  京 都 市 立 大 宮 小 学 校  N o . ２ 

５ 

月号 

5 月 3日は「憲法記念日」です。また、５月は京都市において「憲法月間」が設けられています。憲法は、私たち

一人一人の大切な人権や、平和に安心して暮らすための約束を示したものです。学校では、友だちの思いを大切

にすること、互いの違いを認め合うこと、話し合いによって問題を解決しようとする姿勢を、日々の学びとして大切

にしています。これらは、憲法が大切にしている考え方と深くつながっています。ご家庭でも、身近な出来事を通し

て「みんなが安心して過ごすために何ができるか」を話題にしていただければ幸いです。憲法を生活と結びつけ

て考える５月とし、子どもたちが自分と他者を大切にし、よりよい社会を築こうとする心を育んでまいります。 

「すぐーる」の登録ありがとうございました 

連絡アプリ「すぐーる」への継続、新規ご登録ありがとうございました。今後、学校からのお便りも（この学校だより

も）すぐーるでの配信に切り替えていきます。 

「すぐーる」は、「クローズドコミュニティ」と言われるものです。「すぐーる」で配信された文章や画像は、Google

などで検索、閲覧することはできません。基本的にクラスや個人の様子がわかる画像はクローズドコミュニティである

「すぐーる」で配信していきます（クラスの保護者間のみで共有されます）。ホームページでは全体の様子がわかる

写真や、地域等にも発信する文章を配信していきます。 

また、教室に貼ってある作品や写真、名簿などをスマホ等で撮影し、オープンな SNSに流すような行為や、クロー

ズドコミュニティであっても、データを複製してオープンな SNSに流す行為はやめていただくようお願いします。よりよ

い情報発信ができるよう尽力していきますのでご理解、ご協力よろしくお願いいたします。 

大宮小学校での携帯電話・スマートフォンの取扱いについて 

近年、SNSをはじめとするスマートフォンの利用をめぐり、児童間でのトラブルに関する相談や報告を、児童・保護

者の皆様双方から多数受けるようになっております。学校としても大変心を痛めているところです。 

スマートフォンの所持や SNSの利用は、本来ご家庭の判断と管理のもとで行われるべきものであり、学校として

所持や利用を推奨しているものではありません。また、スマートフォンを通じたやり取りは、プライベートな側面が強く、

学校だけで十分な対応を行うことが難しい場合もございます。 

一方で、子どもたちは毎日学校で顔を合わせ、ともに生活しています。そのため、家庭で起きた SNSでの出来事

であっても、学校生活に影響を及ぼす場合があり、学校としても対応に苦慮しながら関わらざるを得ないのが実情

です。子どもたちが安心して学校生活を送るためには、学校とご家庭が同じ方向を向いて、連携して子どもたちを支

えていくことが何より大切であると考えています。 

トラブルを未然に防ぐためにも、学校からの指導だけでなく、ご家庭での見守りや話し合いが欠かせません。今後

とも、子どもたちの健やかな成長のために、学校と家庭が手を取り合って取り組んでいければと考えております。 

つきましては、登下校時の子どもに携帯電話・スマートフォンを所持させる場合は、担任に一報いただきたく思いま

す。その際には『京都市立大宮小学校における携帯電話の取扱いに関する同意書の提出について』の用紙を担任

からお渡しします。子どもと一緒にご一読いただき、必要事項を記入して担任までご提出ください。何卒ご理解とご

協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

※ 詳しくは『小中学校における携帯電話の取扱いに関するガイドライン』文部科学省（２０１９）もご参照ください。 

 



５月行事予定表 
 
日 曜日 5月学校行事 放課後まなび教室 地域・PTA 

１ 金 個人懇談① 心電図検査１年   

2 土    

3 日 憲法記念日   

4 月 みどりの日   

5 火 こどもの日   

6 水 振替休日   

7 木 個人懇談② 視力２年   

8 金 個人懇談③ 視力１年   

9 土    

10 日    

11 月 個人懇談④ 聴力・視力そらいろ   

12 火 個人懇談⑤ 眼科１・３・６年   

13 水 避難訓練 聴力２年 たてわり活動   

14 木 検尿１日目 １年生をむかえる会 完全下校（１５：２０頃）   

15 金 
検尿２日目 聴力６年 耳鼻科２・４・６年 

放課後まなび教室開講式 13時大宮ホール 

【２～６年】  

16 土    

17 日    

18 月 クラブ 聴力５年 【２～６年】  

19 火 聴力３年   

20 水 花背山の家５年 【２～６年】  

21 木 
花背山の家５年  移動図書館こじか 

PTAサークルもこもこ（放課後） 

22 金 花背山の家５年 完全下校（14：0０頃）   

23 土   大宮ふれあい祭 

24 日    

25 月 委員会 聴力１年 【２～６年】  

26 火 内科６年   

27 水 代表委員会 社会見学３年 交通安全教室１年   

28 木 眼科２・４・５年そらいろ 社会見学３年（予備） 完全下校（１５：２０頃）   

29 金 １・３・５年耳鼻科 【２～６年】  

30 土    

３１ 日    

６月の主な予定 

１日…朝会 ５校時完全下校 ４日…社会見学４年 ８日…クラブ 12日…自由参観・引き渡し訓練１年 非行防止教室４・６年 １５日…委員会 

１８日…完全下校 １９日…校外学習２年 ２６、２７日…修学旅行６年 ２９日…代休６年 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月分の銀行振替のお知らせ 

 学年費 積立金 合計 ＋PTA会費 

１年 ２０００ ー ２０００ 

１２００円 

２年 ２０００ ー ２０００ 

３年 ２０００ ー ２０００ 

４年 ２０００ ー ２０００ 

５年 ２０００ ー ２０００ 

６年 ２０００ ー ２０００ 

 

５月の振替日は１１日(月)で

す。前日までに銀行口座へご

入金ください。 

ご協力よろしくお願いします。 

授業予備日のお知らせ 

京都市では感染症等の広がりで、学級閉

鎖、あるいは学年閉鎖等になった場合、閉鎖

期間の授業時間を回復するため、長期休業

中に授業を行う日を設定しています。今年

度、大宮小学校では以下の日程を授業予

備日としています。長期休業中でも授業を

行うことがあるかもしれません。ご理解・ご協

力くださいますようにお願いいたします。 

令和８年 １２月２５日（金）、２８日（月） 


